
 

注意事項： 

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って

登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受

ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年

米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は発行会社又は売出人より入手する

ことができます。同文書には発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件において

は米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。 

 

 

【 別紙 】 

 

平成 24年 9月 19日 

 

当社株式の上場に際して 

 

日 本 航 空 株 式 会 社 

代表取締役社長 植木 義晴 

 

 

日本航空株式会社は、本日、東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。 

 

 当社は、2010年 1月 19日に会社更生法の適用を申請したことに伴い、債権者の皆様に多額

の債権放棄を、そして株主の皆様に 100％減資をお願いするなど、多くのご関係の皆様に多大

なるご迷惑をお掛けいたしました。ここに改めてお詫び申し上げます。そして、株式会社企業

再生支援機構より 3,500億円のご出資を頂き、多くのご利用のお客さま、お取引先様をはじめ

とする皆様に支えて頂きながら、これまで再建への道を歩ませて頂きました。 

 破綻から2年8か月という短い期間で株式上場を実現できるところまで再建を進めることが

できましたのも、ひとえに多くの皆様のご理解、ご協力とご支援の賜物であり、心から御礼を

申し上げます。 

 

 当社としては、できる限り早期に真の民間企業として再出発を果たすことが、ご支援を頂い

たご関係の皆様、さらにはご利用者である国民の皆様への責務であると考え、これまで懸命に

努力してまいりました。 

 不採算路線からの撤退により事業規模を 60％に縮小、40％の人員数削減と 20％の人件費単

価の削減、企業年金の最大 53％削減、グループ会社の半減に加え、企業としての根幹をなす企

業理念の再構築、「JALフィロソフィ」の制定、部門別採算制度の導入等により、組織の内部か

らも一から立ちなおるべく、意識を高めてまいりました。その結果、平成 24 年 3 月期には、

2,049 億円という営業利益を計上することができ、本日、企業再生支援機構からご出資頂いた

資金全額をお返しできました。 

 

しかしながら、株式上場は再出発のスタートラインに立たせて頂いたに過ぎません。 

我 J々ALグループは、本日、上場企業として再出発するにあたり、改めて次の 4点に全力を尽

くすことをお約束いたします。 
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1. 過去の失敗を悔恨し、その反省とこれまで賜ったご支援に対する感謝を決して忘れず、

好業績にも緩むことなく、安全運航の堅持と快適なサービスのご提供を通じて業績向上

に努めてまいります。 

2. JAL グループ企業理念にもありますように、お客さまに最高のサービスをご提供し、企

業価値を高め、様々な形で社会の進歩発展に貢献してまいります。 

3. 路線毎の採算性を十分に見極めた上で、継続的に路線の見直しを行うことで、利便性の

高いネットワークを構築してまいります。 

4. 株主の皆様に、継続的な配当の実施により、積極的な株主還元を実施してまいります。 

  

これからも、JAL グループに変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げ

ます。 

 

以 上 

 


